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概要 
危険物屋内貯蔵所（第 3 学群地区）は平成 16 年 5

月に使用を開始した。この施設は消防法により規制
されており、そのために行っている方法を紹介する
とともに、実際の利用状況はどのようになっている
のか報告する。 

１．はじめに 
危険物とは、消防法によって定められた、それ自

体が発火あるいは引火しやすい危険性を有している
か他の物質と混在することによって燃焼を促進させ
る物質で、その性質により一類から六類に分けられ
ている（表 1 参照）。 
第一類（酸化性固体）とは、そのもの自体は燃焼

しないが、他の物質を強く酸化させる性質を有する
固体であり、可燃物と混合したとき、熱、衝撃、摩
擦によって分解し、きわめて激しい燃焼を起こさせ
る危険性を有する固体で、たとえば硝酸塩などがあ
る。 
第二類（可燃性固体）とは、火炎によって着火し

やすい固体または比較的低温（40℃未満）で引火し
やすい固体であり、出火しやすく、かつ燃焼が早く
消火することが困難である。硫黄、鉄粉などが含ま
れる。 
第三類（自然発火性物質および禁水性物質）とは、

空気にさらされることにより自然に発火する危険性
を有し、または水と接触して発火し若しくは可燃性
ガスを発生するもので、ナトリウム金属など消火の
際、水をかけると危険である。 
第四類（引火性液体）とは、ガソリン、灯油など

液体であって引火性を有するものである。 
第五類（自己反応性物質）とは、固体または液体

であって、加熱分解などにより、比較的低い温度で
多量の熱を発生し、または爆発的に反応が進行する
もので、例としてはニトロ化合物などがある。 
第六類（酸化性液体）とは、そのもの自体は燃焼

しない液体であるが、混在する他の可燃物の燃焼を
促進する性質を有するもので、過塩素酸などがこれ
に当たる。 
危険物では、それぞれの物質に対して政令で定め

られた量（指定数量）があり、それ以上の取り扱い
及び貯蔵は消防法により定められた施設以外では禁
止されており、危険物を多量に使用する際は屋内貯
蔵所が必要である。 
第 3 学群地区では、平成 16 年 5 月より危険物屋内

貯蔵所の利用が始まり、筆者は、使用開始に当たっ
て、この施設をどのようにすれば消防法の規定に従
って使用できるか、また、利用者に使いやすいかを

考えて利用方法を決定し、その後使用者と協議しな
がら改良を加えてきた。また、そのときからずっと
危険物取扱者として実際の運用に携わってきたので、
どのようにして使用されているか紹介する。 

 

 

２．危険物屋内貯蔵所の概要 
危険物屋内貯蔵所（第 3 学群地区）は、第 3 学群 D

棟と G 棟の間の中庭にあり、平屋建てで、貯蔵庫 4
室からなる。危険物貯蔵庫 1 および 3 には酸化性固
体（第一類）の危険物が貯蔵される。危険物貯蔵庫 2
には酸化性液体（第六類）が貯蔵される。危険物貯
蔵庫 4 は、排気設備がつけられており、引火性液体
（第四類）が貯蔵され常に換気されている。この施
設に貯蔵できる数量等のくわしい許可内容は、表 2
のとおりである。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表 1．危険物の類別［1］

類別 性 質 
第一類 酸化性固体 
第二類 可燃性固体 
第三類 自然発火性物質および禁水性物質 
第四類 引火性液体 
第五類 自己反応性物質 
第六類 酸化性液体 

図 1 危険物屋内貯蔵所（第 3学群地区）
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表 2 危険物貯蔵可能量 
 

第三学群 
種別 品名 

（ｋｇ） （L) 

指定数量

（ｋｇ ・L) 

指定数量

の倍数 

塩素酸塩類 5   50 0.1

過塩素酸塩類 40   50 0.8

無機過酸化物         

亜塩素酸塩類 5   50 0.1

臭素酸塩類         

硝酸塩類 20   50 0.4

よう素酸塩類         

過マンガン酸塩類         

重クロム酸塩類         

その他政令で定めるも

の 
        

1 類      

危険物貯蔵庫(1) 

計 70     1.4

塩素酸塩類         

過塩素酸塩類         

無機過酸化物 5   50 0.1

亜塩素酸塩類         

臭素酸塩類 5   50 0.1

硝酸塩類         

よう素酸塩類 5   50 0.1

過マンガン酸塩類 5   50 0.1

重クロム酸塩類 5   50 0.1

その他政令で定めるも

の 
        

1 類      

危険物貯蔵庫(3) 

計 25     0.5

特殊引火物   100 50 2

第 1 石油類 非水溶性   200 200 1

第 1 石油類 水溶性         

アルコール類   200 400 0.5

第 2 石油類 非水溶性   500 1000 0.5

第 2 石油類 水溶性         

第 3 石油類 非水溶性         

第 3 石油類 水溶性         

第 4 石油類   600 6000 0.1

動植物油類         

4 類      

危険物貯蔵庫(4) 

計   1600   4.1

過塩素酸 50   300 0.17

過酸化水素 50   300 0.17

硝酸 200   300 0.67

6 類      

危険物貯蔵庫(2) 

計 300     1

  合計     7

 



３．利用方法 

3.1 申し込み 
申し込みは申込書の提出によって行われる。様式

（図 2 参照）はホームページ2よりダウンロードをす
ることで得られる。提出方法は、電子メールの添付
ファイルあるいは印刷した申込書を送付する。ただ
し、実際のところは、初回のみ正式の申込書を送っ
てもらい、次回からは、品目と量を電子メールで連
絡してもらい、手元にファイルしてある申込書を訂
正して印刷して使用している。 

 

 
 
 

3.2  確認および登録 
申込書を受け取ったら、現在の保管量を確認し、

受け入れ可能か調べる。危険物屋内貯蔵所に保管さ
れているものは、すべて登録番号がつけられパソコ
ン上に登録され、現在の貯蔵量がすぐにわかるよう
になっている。これについては、後で述べる。最大
貯蔵数量を超えないことを確認したら、新たに登録
番号をつけて登録するとともに、申込者に登録番号
と搬入日時を連絡する。許可量を超えた場合はその
旨連絡する。 

 

3.3 搬入 
搬入する危険物の容器には、研究室名と登録番号

をつける。搬入時には、必ず立会い、現物を確認し
て保管証（申込書の下半分）を渡す。 
                                                           
2 http://www.bk.tsukuba.ac.jp/~ywatanab/kikenbutu.html 

これまでの手順をまとめたものを図 3 に示す。 
 
 

申し込み書提出 保管量の確認

容器に登録番号と
研究室名を書く

数量超過
受け入れ
不可

登録番号
搬入時間
の通知

パソコンに登録

連絡

搬 入 立会い
確認

保管証
を渡す預け入れ者 受け入れ者

所属 数理物質科学研 氏名 つくば太郎 連絡先 1111

責任者 所属 数理物質 氏名 筑波次郎 連絡先 1234

確認

搬出年月日 確認

所属 氏名

エタノール物質名

量 （ kg , l )

★　搬出するときこの保管証と引き換えになりま
すので、　所属氏名を記入してお持ちください。

平成　　年　　月　　日

危険物保管証

物質名

整理番号

エタノール

０５２０１４０１

1類、4類（特殊、第1石油、アルコール、第2石油、第4石油)、6類

上記のものを受け取りました

平成　　　年　　　月　　　日

危険物貯蔵所保管申込書

18

申請者
E-mail Adress ttukuba@ab.tsukuba.ac.jp

1　　　　　　2　　　　　　3　　　　　　4

‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑   ｷ ﾘ ﾄ ﾘ ｾ ﾝ   ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑  

整理番号

危険物種別

保管場所

搬入年月日

０５２０１４０１

平成　１７　年　　１０月　１１　日

平成　　　　年　　　　月　　　　日

太枠の中のみ書いてください

 
 

図 3 搬入の流れ  

3.4 詰め替え作業 
この施設では、1 斗缶からガロンびんへの詰め替え

作業を行っている。この作業は原則として利用者と
相談の上決められた時間に定期的に行われている。
作業中は必ず立会い、移し替えた量と作業者の氏名
を書いた記録をつけている。その様式を図 4に示す。
ここに書かれた量にしたがって、週に一度、貯蔵所
内の在庫を確認するとともに、保管量の訂正を行っ
て、いつでも現状に近い貯蔵量がわかるようにして
いる。 

 

使用者 使用量 使用者 使用量 使用者 使用量 使用者 使用量 使用者 使用量
11,30,
31,32

メタノール 53

21,27,
28,29

エタノール 68

24,35 酢酸エチル 35

38,39 テトラヒドロフラン 31

23,33,
34

ヘキサン 48

筑波研究室

番号 薬品名
月 火 金

保管量 残量

9 / 19   ～　9 / 23

水 木図 2 申込書の記入例 

図 4 作業記録 

 

3.5  搬出 
3.4 で述べたように、小分けされて持ち出される分

の危険物についてはそのつど量を作業記録にしるし
ており、容器を出すときを搬出日として、保管証に
搬出者の氏名を記して回収している。回収した保管
証は、綴じてある申込書に添付し保管される。この
ことにより、その危険物の貯蔵所での在庫を確認し
ている。 

 



４．記録 
3 章に記したように、申込書と作業記録はファイル

に綴じて保存されている。 
さらにパーソナルコンピューター上の表に登録番

号と物質名および種別の貯蔵量を入力し、それぞれ
の種別の許可数量と現在の貯蔵量が一目で把握でき
るようにしている。その表の一部を図 5 に示す。こ
の表を使用することで 3.2 に述べた確認作業が容易
になる。 

 

 

５．利用状況 
2004 年 5 月から 2005 年 12 月までの搬入状況を図

6 に示す。この期間に搬入された危険物は第三類の第
1 石油類とアルコールのみであり、総計 2299 リット
ルであった。年度別に比較すると 2005 年度には少し
減少しているが、年度末の貯蔵量を考えると大体同
じように利用されていると考えられる。 
また、危険物屋内貯蔵所を利用しているのは、い

まのところ 2 研究室のみであり、そのうちの 1 研究
室はアルコールの 1 リットルビンの貯蔵のみで、利
用のほとんどすべてを 1 研究室が占めている状況で
ある。 

 

６．問題点 
この屋内貯蔵所が現在抱えている問題点は、前に

述べた利用者が少ないことと実際の利用と許可を受
けている内容とに違いが大きいことである。 
まず、表 2 に示したようにこの施設では第一類と

第六類の許可を取っているが、利用者がなく、4 室の
うち 3 室もが空室のままになっている。 
次に、第四類についても、第 1 石油類の需要が多

いのに対して、許可量は 200 リットルとなっている
が、18 リットル缶の場合では 11 缶しか貯蔵できず、
普通使用される有機溶剤に第 1 石油類が多いために
許可数量が不足により搬入を断る場合も出ている。 
また、要望はあるが、許可を取っていないため受

け入れられない危険物もある。 
 

７．まとめ 
これまで述べてきたように、第 3 学群地区の危険

物屋内貯蔵所は使用を開始して 2 年近くが経過した
わけであるが、利用手続きについては一応の手順が
確立されてきているが、まだまだ改良の余地がある。
また、許可内容の見直しなどが必要であると思われ
る。 

 
 

参考文献 

特殊引
火物（１
００）

第１石
油類
(２００)

アル
コール
(２００)

第２石
油類
（５０
０）

第４石
油類
(６００)

在庫量 0 180 144 0 0
4101401 2004/7/7 THF 18
4101402 2004/7/7 EtOH 18
4101403 2004/7/7 Hexane 18
4101404 2004/7/7 MeOH 18
4101405 2004/7/7 EtAcetate 18
4101407 2004/9/10 EtOH 18
4101408 2004/9/10 EtOH 18
4101409 2004/9/10 EtOH 18
4101410 2004/9/10 MeOH 18
4101411 2004/9/10 MeOH 18
4101412 2004/9/10 MeOH 18
4101413 2004/9/10 THF 18
4101414 2004/9/10 THF 18
4101415 2004/9/10 toluene 18
4101416 2004/9/10 toluene 18
4101417 2004/9/10 EtAcetate 18
4101418 2004/9/10 EtAcetate 18
4101419 2004/9/10 EtAcetate 18

登録番号 搬入年月日 搬出年月日 品名

貯蔵庫４

図 5 貯蔵量の表 

 
[1]  （財)全国危険物安全協会、危険物取り扱い必携（法

令編）、(1996) 8.      
 
 

711 666

512
410

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2004.7.1-2005.3.31 2005.4.1-2005.12.31

アルコール

第一石油類

図 6 年度別搬入量 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 600
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 4.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 2.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 2.40
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /FRA <>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /KOR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee575284e8e9ad88d2891cf76845370524d6253537030028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f0030028fd94e9b8bbe7f6e89816c425d4c51655b574f533002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c9069752865bc9ad854c18cea76845370524d521753703002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f300290194e9b8a2d5b9a89816c425d4c51655b57578b3002>
    /JPN ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice




